
87－ 建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合（大西）

【
事
実
】
原
審
が
確
定
し
た
事
実
関
係
の
概
要
は
、
本
判
決
に
よ
れ
ば
以

下
の
通
り
。

Ａ
は
、
昭
和
六
三
年
八
月
、
本
件
土
地
を
買
い
受
け
、
Ｙ
２
（
土
木
建

築
業
を
目
的
と
す
る
会
社
）
と
の
間
で
本
件
建
物
に
つ
き
工
事
代
金
を
約

三
億
六
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
本
件
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

Ｙ
１
（
建
築
設
計
及
び
企
画
並
び
に
工
事
監
理
を
目
的
と
す
る
会
社
）

は
、
本
件
建
物
の
建
築
に
つ
い
て
、
Ａ
か
ら
設
計
及
び
工
事
監
理
の
委
託

を
受
け
た
。

本
件
建
物
は
平
成
二
年
二
月
に
完
成
し
、
Ｙ
２
は
Ａ
に
対
し
本
件
建
物

を
引
き
渡
し
た
。

Ｘ
ら
は
、
平
成
二
年
五
月
、
本
件
土
地
を
代
金
約
一
億
五
〇
〇
〇
万
円

で
、
本
件
建
物
を
代
金
約
四
億
一
二
〇
〇
万
円
で
、
Ａ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
買

い
受
け
、
引
渡
し
を
受
け
た
。
本
件
土
地
及
び
本
件
建
物
の
各
持
分
割
合

は
、
Ｘ
１
が
四
分
の
三
、
Ｘ
２
が
四
分
の
一
と
さ
れ
た
。

本
件
建
物
は
、
本
件
土
地
上
に
建
築
さ
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

陸
屋
根
九
階
建
て
の
建
物
で
あ
り
、
九
階
建
て
部
分
（
Ａ
棟
）
と
三
階
建

て
部
分
（
Ｂ
棟
）
と
を
接
続
し
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

Ａ
棟
は
、
一
階
が
駐
車
場
と
な
っ
て
お
り
、
二
階
か
ら
九
階
ま
で
が
各

階
六
戸
の
賃
貸
用
住
居
で
、
各
住
居
に
バ
ス
、
ト
イ
レ
、
台
所
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。
各
住
居
の
南
側
に
は
ベ
ラ
ン
ダ
が
あ
り
、
北
側
に
は
共
用
廊

下
が
あ
る
。
Ａ
棟
西
側
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
棟

は
、
一
階
が
店
舗
、
二
階
が
事
務
所
と
な
っ
て
お
り
、
三
階
は
や
や
広
い

賃
貸
用
住
居
二
戸
と
な
っ
て
い
る
。

本
件
建
物
に
は
、
次
の
通
り
の
瑕
疵
が
あ
る
。

ア
　
Ａ
棟
北
側
共
用
廊
下
及
び
南
側
バ
ル
コ
ニ
ー
の
建
物
と
平
行
し
た

ひ
び
割
れ

イ
　
Ａ
棟
北
側
共
用
廊
下
及
び
南
側
バ
ル
コ
ニ
ー
の
建
物
と
直
交
し
た

ひ
び
割
れ

ウ
　
Ａ
棟
一
階
駐
車
場
ピ
ロ
テ
ィ
の
は
り
及
び
壁
の
ひ
び
割
れ

エ
　
Ａ
棟
居
室
床
ス
ラ
ブ
の
ひ
び
割
れ
及
び
た
わ
み

オ
　
Ａ
棟
居
室
内
の
戸
境
壁
の
ひ
び
割
れ

カ
　
Ａ
棟
外
壁
（
廊
下
手
す
り
並
び
に
外
壁
北
面
及
び
南
面
）
の
ひ
び

割
れ

キ
　
Ａ
棟
屋
上
の
塔
屋
ひ
さ
し
の
鉄
筋
露
出

建
物
の
設
計
者
、
施
工
者
又
は
工
事
監
理

者
が
、
建
築
さ
れ
た
建
物
の
瑕
疵
に
よ
り

生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
侵
害
さ
れ
た
者

に
対
し
不
法
行
為
責
任
を
負
う
場
合

﹇
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
最
高
裁
平
一
七
（
受
）
七
〇

二
号
、
平
19
年
７
月
６
日
二
小
法
廷
判
決
、
一
部
破

棄
差
戻
、
一
部
上
告
棄
却
、
民
集
六
一
巻
五
号
一
七

六
九
頁
・
判
時
一
九
八
四
号
三
四
頁
﹈

大
　
西
　
邦
　
弘
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ク
　
Ｂ
棟
居
室
床
の
ひ
び
割
れ

ケ
　
Ｂ
棟
居
室
内
壁
並
び
に
外
壁
東
面
及
び
南
面
の
ひ
び
割
れ

コ
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ひ
び
割
れ
に
よ
る
鉄
筋
の
耐
力
低
下

サ
　
Ｂ
棟
床
ス
ラ
ブ
（
天
井
ス
ラ
ブ
）
の
構
造
上
の
瑕
疵
（
片
持
ち
ば

り
の
傾
斜
及
び
鉄
筋
量
の
不
足
）

シ
　
Ｂ
棟
配
管
ス
リ
ー
ブ
の
は
り
貫
通
に
よ
る
耐
力
不
足

ス
　
Ｂ
棟
二
階
事
務
室
床
ス
ラ
ブ
の
鉄
筋
露
出

Ｘ
ら
は
、
上
記
記
載
の
瑕
疵
以
外
に
も
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
手
す
り
の
ぐ

ら
つ
き
、
排
水
管
の
亀
裂
や
す
き
間
等
の
瑕
疵
が
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
れ

ら
の
瑕
疵
も
含
め
て
本
件
建
物
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
き
Ｙ
ら
に

不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

Ｘ
ら
は
、
本
件
建
物
に
は
ひ
び
割
れ
や
鉄
筋
の
耐
力
低
下
等
の
瑕
疵
が

あ
る
と
主
張
し
て
、
建
築
の
設
計
及
び
工
事
監
理
を
し
た
Ｙ
１
に
対
し
て

は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
そ
の
施
工
を
し
た
Ｙ
２

に
対
し
て
は
、
請
負
契
約
上
の
地
位
の
譲
受
け
を
前
提
と
し
て
瑕
疵
担
保

責
任
に
基
づ
く
瑕
疵
修
補
費
用
又
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
（
請
求
額
は
、
五
億
二
五
〇

〇
万
円
）。

第
一
審
（
大
分
地
判
平
成
一
五
年
二
月
二
四
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
七

七
五
頁
）
は
、
―
―

Ｘ
ら
は
Ａ
か
ら
本
件
請
負
契
約
の
注
文
者
た
る
地
位
の
譲
渡
な
い
し
は

「
瑕
疵
担
保
責
任
履
行
請
求
権
」
の
譲
渡
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
、「
Ａ
の

有
し
て
い
た
Ｙ
２
に
対
す
る
本
件
請
負
契
約
上
の
瑕
疵
担
保
責
任
履
行
請

求
権
は
、
本
件
売
買
契
約
の
特
約
に
よ
っ
て
、
Ｘ
ら
に
譲
渡
さ
れ
、
Ｙ
２

も
こ
れ
を
承
諾
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
、
Ｙ
ら
の
不
法
行
為
責

任
に
つ
い
て
は
「
建
築
請
負
人
並
び
に
設
計
・
工
事
監
理
の
委
任
な
い
し

請
負
契
約
を
締
結
し
た
受
任
者
又
は
設
計
・
工
事
監
理
請
負
人
は
、
そ
れ

ら
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
請
負
人
と
し
て
の
瑕
疵
担
保
責
任
や
受
任
者
と

し
て
の
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
が
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
行
為
が

一
般
不
法
行
為
の
成
立
要
件
（
違
法
性
・
故
意
又
は
過
失
・
損
害
の
発

生
・
因
果
関
係
）
を
充
た
す
限
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

権
が
発
生
し
、
こ
れ
は
、
請
負
契
約
な
い
し
は
委
任
契
約
の
目
的
で
あ
る

建
築
物
に
瑕
疵
が
あ
り
、
こ
れ
を
原
因
と
し
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
で

も
同
様
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
一
部
認
容
（
総

額
約
七
四
〇
〇
万
円
）。

原
審
（
福
岡
高
裁
平
成
一
六
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
八

九
二
頁
・
判
タ
一
一
八
〇
号
二
〇
九
頁
）
は
、
Ｘ
ら
は
、
Ａ
か
ら
Ｙ
ら
に

対
し
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
し
得
る
契
約
上
の
地
位
を
譲
り
受
け
て
お
ら

ず
、
―
―

建
築
さ
れ
た
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
不
法
行
為
が
成
立
す
る
の

は
、「
そ
の
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
請
負
人
が
注
文
者

等
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
意
図
で
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
製
作
し
た

場
合
や
、瑕
疵
の
内
容
が
反
社
会
性
あ
る
い
は
反
倫
理
性
を
帯
び
る
場
合
、
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瑕
疵
の
程
度
・
内
容
が
重
大
で
、
目
的
物
の
存
在
自
体
が
社
会
的
に
危
険

な
状
態
で
あ
る
場
合
等
に
」
限
定
さ
れ
、
―
―

Ｙ
ら
の
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「
上
記
の
よ
う
な

特
別
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
ら
が
本
件
建

物
の
所
有
者
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
意
図
で
瑕
疵
を
生
じ
さ
せ
た

と
い
う
よ
う
な
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
件
建
物
に
は
、
前
記

の
と
お
り
の
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
瑕
疵
は
、

い
ず
れ
も
本
件
建
物
の
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
脅
か
す
ま
で
の
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
件
建
物
が
社
会
公
共
的
に
み
て
許
容
し
難
い

よ
う
な
危
険
な
建
物
に
な
っ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
瑕
疵
の
内

容
が
反
社
会
性
あ
る
い
は
反
倫
理
性
を
帯
び
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
さ

ら
に
、
Ｘ
ら
が
主
張
す
る
本
件
建
物
の
そ
の
余
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
本

件
建
物
の
基
礎
や
構
造
く
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
は
通
常
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
、
仮
に
瑕
疵
が
存
在
す
る
と
し
て
も
不
法
行
為
責
任
が
成
立

す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
建
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
不
法
行

為
責
任
を
問
う
よ
う
な
強
度
の
違
法
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
そ

の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
Ｘ
ら
の
不
法
行
為
に
基
づ

く
請
求
は
理
由
が
な
い
」
と
し
て
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

Ｘ
ら
上
告
受
理
申
立
て
。

【
判
旨
】
一
部
破
棄
差
戻
、
一
部
上
告
棄
却
。

「
建
物
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
者
、
そ
こ
で
働
く
者
、
そ
こ
を
訪
問
す

る
者
等
の
様
々
な
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
建
物
の
周

辺
に
は
他
の
建
物
や
道
路
等
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
建
物
は
、
こ
れ
ら

の
建
物
利
用
者
や
隣
人
、
通
行
人
等
（
以
下
、
併
せ
て
「
居
住
者
等
」
と

い
う
。）
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う

な
安
全
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
安
全
性
は
、
建

物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
建

物
の
建
築
に
携
わ
る
設
計
者
、
施
工
者
及
び
工
事
監
理
者
（
以
下
、
併
せ

て
「
設
計
・
施
工
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
建
物
の
建
築
に
当
た
り
、
契

約
関
係
に
な
い
居
住
者
等
に
対
す
る
関
係
で
も
、
当
該
建
物
に
建
物
と
し

て
の
基
本
的
な
安
全
性
が
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
注
意

義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
設
計
・
施
工
者
等

が
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
建
築
さ
れ
た
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本

的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
の
生
命
、

身
体
又
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
計
・
施
工
者
等
は
、
不
法

行
為
の
成
立
を
主
張
す
る
者
が
上
記
瑕
疵
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を

前
提
と
し
て
当
該
建
物
を
買
受
け
て
い
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償
責
任

を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
居
住
者
等
が
当
該
建
物
の
建
築
主
か
ら
そ

の
譲
渡
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。」

「
原
審
は
、
瑕
疵
が
あ
る
建
物
の
建
築
に
携
わ
っ
た
設
計
・
施
工
者
等

に
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
の
は
、そ
の
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
、

例
え
ば
、
建
物
の
基
礎
や
構
造
く
体
に
か
か
わ
る
瑕
疵
が
あ
り
、
社
会
公

共
的
に
み
て
許
容
し
難
い
よ
う
な
危
険
な
建
物
に
な
っ
て
い
る
場
合
等
に

限
ら
れ
る
と
し
て
、
本
件
建
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
責
任
を
問
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う
よ
う
な
強
度
の
違
法
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
建

物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
不
法

行
為
責
任
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
違
法
性
が
強
度
で
あ
る

場
合
に
限
っ
て
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な

い
。
例
え
ば
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
手
す
り
の
瑕
疵
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ

り
居
住
者
等
が
通
常
の
使
用
を
し
て
い
る
際
に
転
落
す
る
と
い
う
、
生
命

又
は
身
体
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
も
の
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
瑕
疵
が
あ
れ
ば
そ
の
建
物
に
は
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性

を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
建
物
の
基
礎
や
構
造
く

体
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す

べ
き
理
由
も
な
い
。」

本
件
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る

か
否
か
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
り
Ｘ
ら
の
被
っ
た
損
害
が
あ
る
か
等

Ｙ
ら
の
不
法
行
為
責
任
の
有
無
に
つ
い
て
更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た

め
、
原
審
に
差
戻
し
。

【
検
討
】
1

は
じ
め
に
―
―
本
件
の
争
点

本
件
で
は
、
①
Ｙ
１
（
設
計
及
び
工
事
監
理
を
し
た
一
級
建
築
士
事
務

所
）
の
不
法
行
為
責
任
、
②
Ｙ
２
（
建
築
施
工
者
）
の
不
法
行
為
責
任
が

主
な
争
点
と
な
っ
た
（
本
稿
で
は
①
と
②
の
争
点
に
焦
点
を
当
て
て
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
他
、
Ｘ
ら
は
、
Ａ
か
ら
Ｙ
ら
に
対
す
る
瑕
疵

担
保
責
任
を
追
及
し
得
る
契
約
上
の
地
位
を
譲
受
け
た
か
等
が
争
わ
れ
て

い
る
）（
Ｘ
ら
が
Ａ
に
対
し
て
瑕
疵
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
を
し
な
か

っ
た
理
由
と
し
て
、
①
五
六
六
条
三
項
の
期
間
制
限
、
②
売
主
の
瑕
疵
担

保
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
法
定
責
任
説
を
採
用
す
る
と
賠
償
の
対
象

が
信
頼
利
益
に
限
定
さ
れ
る
た
め
建
替
費
用
相
当
額
の
賠
償
が
認
め
ら
れ

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
③
売
主
の
資
力
が
十
分
で
は
な
い
場
合
が
あ

る
こ
と
の
三
つ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
秋
山
・
後
掲
四
三

頁
﹈）。

従
来
は
、
設
計
及
び
工
事
監
理
を
し
た
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
と
、

建
築
施
工
者
の
不
法
行
為
責
任
は
、
必
ず
し
も
同
一
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
は
建
築
施
工
者
の
責
任

と
は
通
常
別
個
に
扱
わ
れ
、
そ
こ
で
は
、
専
門
家
責
任
の
観
点
か
ら
の
検

討
が
意
図
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
川
井
健
編
『
専
門
家
の
責
任
』

﹇
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
﹈
に
は
、
建
築
士
の
責
任
の
章
は
あ
る
が
、

建
築
施
工
者
の
責
任
の
章
は
な
い
）。
し
か
し
、
本
判
決
で
は
、「
設
計
・

施
工
者
等
」
と
称
し
て
設
計
及
び
工
事
監
理
を
し
た
建
築
士
と
施
工
者
を

特
段
区
別
せ
ず
に
不
法
行
為
成
立
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
設
計
・
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
が
問
題
と

さ
れ
た
従
来
の
裁
判
例
と
学
説
を
見
た
後
（
2
）、
本
判
決
の
意
義
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
3
）。

2

設
計
・
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任

１
　
建
築
施
工
者
の
不
法
行
為
責
任
に
か
か
る
こ
れ
ま
で
の
法
状
況
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建
築
施
工
者
に
対
し
て
は
、
ま
ず
は
注
文
者
の
請
負
契
約
上
の
瑕
疵
担

保
責
任
が
追
求
さ
れ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
本
件
と
同
様
、
注
文
者
か

ら
買
い
受
け
た
者
が
施
工
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
事
案
な
ど

も
あ
り
（
注
文
者
が
瑕
疵
担
保
責
任
と
同
時
に
不
法
行
為
を
主
張
す
る
こ

と
も
あ
る
）、
参
考
と
な
る
下
級
審
裁
判
例
が
い
く
つ
か
現
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
最
近
の
高
裁
判
決
と
し
て
、【
１
】
福
岡
高
判
平
成
一
一
年
一

〇
月
二
八
日
判
タ
一
〇
七
九
号
二
三
五
頁
、【
２
】
大
阪
高
判
平
成
一
三

年
一
一
月
七
日
判
タ
一
一
〇
四
号
二
一
六
頁
が
あ
り
、地
裁
判
決
と
し
て
、

【
３
】
神
戸
地
判
平
成
九
年
九
月
八
日
判
タ
九
七
四
号
一
五
〇
頁
、【
４
】

大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
金
商
一
〇
五
二
号
四
〇
頁
、【
５
】

大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
判
タ
一
〇
五
三
号
一
三
八
頁
（【
２
】

判
決
の
原
審
）
が
あ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
古
い
判
決
か
ら
新
し
い
判
決
の
順
で

並
べ
て
い
る
）。

【
１
】
判
決
は
、「
一
般
に
、
請
負
人
が
、
そ
の
建
築
に
係
る
建
物
に

瑕
疵
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
、
請
負
人
の
故
意
に
よ
る
場
合
や
、
あ
る
い

は
、
過
失
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
瑕
疵
が
居
住
者
の
健
康
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
等
、
当
該
瑕
疵
を
生
じ
さ
せ
た

こ
と
の
反
社
会
性
な
い
し
反
倫
理
性
が
強
い
場
合
に
は
、
請
負
人
は
、
瑕

疵
担
保
責
任
の
み
な
ら
ず
、
不
法
行
為
責
任
を
も
負
う
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
事
案
の
具
体
的
な
解
決
と
し

て
は
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
な
い
。

【
２
】
判
決
は
、
建
築
施
工
者
に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、「
建
築
基
準
法
は
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の

保
護
を
図
る
た
め
、
建
築
物
の
構
造
等
に
関
す
る
最
低
基
準
を
定
め
て
い

る
と
こ
ろ
（
法
一
条
）、
お
よ
そ
建
築
物
を
建
築
す
る
者
は
建
築
基
準
法

に
従
っ
て
建
築
物
を
建
築
し
て
、
他
人
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
を
侵
害

し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
違
反
し

て
他
人
の
財
産
を
侵
害
し
、
損
害
を
被
ら
せ
た
と
き
に
は
、
不
法
行
為
に

基
づ
き
そ
の
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

【
３
】
判
決
は
「
請
負
人
が
注
文
者
や
第
三
者
に
対
し
不
法
行
為
責
任

を
負
う
の
は
、
注
文
者
や
そ
の
後
の
建
物
取
得
者
の
権
利
や
利
益
を
積
極

的
に
侵
害
す
る
意
思
で
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
等
の
特
段
の
事
情
が

あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
請
負
人

が
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
、
そ
れ
が
請
負
人
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
請
負
人
は
民
法
六
三
四
条
以
下
に
規

定
さ
れ
た
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
に
過
ぎ
ず
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
を

負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

【
４
】
判
決
は
、「
被
告
Ｎ
建
設
の
不
法
行
為
の
有
無
に
つ
い
て
」
と

題
す
る
中
で
、「
被
告
Ｎ
建
設
は
、
過
失
に
よ
っ
て
本
件
コ
ン
ク
リ
ー
ト

擁
壁
の
回
転
移
動
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
と
い
う
べ
き
」
と
し
て
、
施
工
者

に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
て
い
る
。
特
段
「
法
人
の
過
失
」
等
に
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。

【
５
】
判
決
は
、「
建
物
の
施
工
者
が
建
築
し
た
建
物
に
瑕
疵
が
存
在

す
る
場
合
で
も
、
右
瑕
疵
に
よ
り
、
注
文
者
や
そ
の
後
建
物
を
取
得
し
た

第
三
者
の
生
命
・
身
体
・
健
康
、
所
有
権
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
権
利
等
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（
完
全
性
利
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
単

に
、
瑕
疵
の
存
在
に
よ
り
当
該
建
物
自
体
の
価
値
が
低
い
と
い
う
の
み
で

は
、
原
則
と
し
て
、
施
工
者
の
行
為
に
よ
っ
て
建
物
取
得
者
の
権
利
が
侵

害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、「
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
当
該
行
為
に
よ
り
生

命
・
身
体
・
健
康
、
所
有
権
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
法
律
上
保
護
に
値
す
る

利
益
（
い
わ
ゆ
る
完
全
性
利
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
単
に
、
契
約
に
従
っ
た
目
的
物
の
給
付
を
受
け
る
利
益
（
債
務

者
の
行
為
を
通
し
て
債
権
者
が
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
）
の
よ
う

な
契
約
法
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
詐
欺
行
為
等
が

あ
っ
た
等
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
余
地
は
な

く
、
右
契
約
法
上
の
利
益
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
契
約
法
上
の
責
任

と
し
て
処
理
す
べ
き
」（
括
弧
内
も
原
文
）
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、「
建
築
業
者
（
は：

括
弧
内
引
用
者
）、
建
築
基
準

法
に
通
暁
し
遵
守
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
、
間
取
図
の
法
令
不
適
合
に
気

づ
く
べ
き
で
、
こ
の
点
に
過
失
を
認
め
て
背
理
で
は
な
い
」
と
し
、「
義

務
の
高
度
化
・
責
任
の
厳
格
化
の
立
場
」
か
ら
、【
５
】
判
決
に
疑
問
を

呈
す
る
見
解
が
あ
る
（
國
井
和
郎
「
新
築
建
売
住
宅
の
欠
陥
と
瑕
疵
担
保

責
任
等
」
リ
マ
二
四
号
﹇
二
〇
〇
二
年
﹈
四
五
頁
）。

【
１
】【
３
】【
５
】
判
決
が
請
負
人
の
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
し
て

お
り
、【
２
】【
４
】
判
決
が
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
建
築
施

工
者
の
不
法
行
為
責
任
に
係
る
す
べ
て
の
裁
判
例
を
網
羅
的
に
調
査
し
た

わ
け
で
は
な
い
た
め
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
掲
の
サ
ン
プ
ル

か
ら
は
、
請
負
人
の
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為

の
成
立
に
強
度
の
違
法
性
等
、
通
常
の
民
法
七
〇
九
条
の
要
件
よ
り
も
加

重
さ
れ
た
要
件
を
求
め
て
お
り
、
請
負
人
の
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
す
る

場
合
に
は
、
建
築
士
法
や
建
築
基
準
法
違
反
を
も
っ
て
不
法
行
為
成
立
の

根
拠
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
請
負
人
が
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
で
も
、

注
文
者
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
意
思
で
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し

た
場
合
等
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
請
負
人
は
、
不
法
行
為
責
任
を
負

う
も
の
で
は
な
い
」
と
、
請
負
人
の
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
る
見
解
も

あ
る
（
後
藤
勇
「
請
負
建
築
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
の
損
害
賠
償
の
範

囲
」
判
タ
七
二
五
号
﹇
一
九
九
〇
年
﹈
一
三
頁
。
弁
護
士
費
用
の
賠
償
を

め
ぐ
る
文
脈
で
本
文
中
に
引
用
の
通
り
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
引
用
箇
所

の
少
し
前
で
「
債
務
者
は
単
に
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
に
過
ぎ
ず
、
不

法
行
為
責
任
を
負
う
よ
う
な
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
な
い
」
と
も
述
べ
て

お
り
、
注
文
者
に
よ
る
請
負
人
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
）。
こ
の
見
解
は
、
自
ら
の

立
場
を
「
従
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
保
守
的
な
も
の
」（
後

藤
・
前
掲
一
三
頁
）
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
請
負
人
の
不
法
行
為
責
任
の

成
否
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
学
説
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
考
え

方
が
形
成
さ
れ
る
ほ
ど
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
領
域
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。

２
　
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
に
か
か
る
こ
れ
ま
で
の
法
状
況
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建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
は
（
建
築
士
に
つ
い
て
は
、
契
約

責
任
に
つ
い
て
も
施
工
者
と
は
異
な
る
要
素
が
混
入
す
る
。
す
な
わ
ち
、

注
文
者
が
建
築
士
に
契
約
責
任
に
基
づ
く
責
任
を
追
及
す
る
場
合
―
―
施

主
と
建
築
士
間
の
契
約
を
請
負
契
約
と
性
質
決
定
し
て
も
、
建
築
士
の
債

務
の
中
心
と
な
る
の
は
設
計
図
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

た
め
―
―
、
と
り
わ
け
建
築
士
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
、
不
透
明
な

部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
﹇
建
築
士
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
橋
寿
一
「
建
築
士
の
責
任
」
川
井
健
編
・
前
掲

四
〇
六
頁
以
下
参
照
﹈）、
従
来
か
ら
も
「
建
築
士
が
…
…
（
建
築
士
法：

こ
の
括
弧
は
引
用
者
に
よ
る
）
一
八
条
に
掲
げ
る
注
意
義
務
に
違
反
し
て

第
三
者
に
損
害
（
経
済
的
損
害
を
含
む
…
…
）
を
与
え
た
場
合
に
は
、
不

法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
い
た
が
（
高
橋
・
前

掲
四
一
三
頁
。
後
ろ
の
括
弧
内
は
高
橋
教
授
に
よ
る
も
の
。
建
築
士
法
一

八
条
は
、
い
わ
ゆ
る
誠
実
義
務
を
規
定
し
て
い
る
）、
施
工
者
の
不
法
行

為
責
任
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
建
築
士
の
不
法
行

為
責
任
に
つ
い
て
は
、注
目
す
べ
き
最
高
裁
判
決
が
近
時
現
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
建
築
士
の
名
義
貸
し
と
不
法
行
為
責
任
に
か
か
る
、
最
判
平

成
一
五
年
一
一
月
一
四
日
民
集
五
七
巻
一
〇
号
一
五
六
一
頁
で
あ
る
（
以

下
「
平
成
一
五
年
一
一
月
判
決
」
と
い
う
）（
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、

主
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
下
村
信
江
「
判
批
」
リ
マ
三
〇
号
五
四
頁
、
加

藤
新
太
郎
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
〇
号
一
一
一
頁
、
角
田
美
穂
子
「
判
批
」

法
セ
四
九
巻
七
号
一
二
〇
頁
、
鎌
田
薫
「
判
批
」
重
判
平
成
一
五
年
八
七

頁
、
宮
坂
昌
利
「
判
解
」
曹
時
五
七
巻
一
一
号
二
七
一
頁
、
小
島
彩
「
判

批
」
法
協
一
二
二
巻
一
二
号
二
一
一
八
頁
、
陳
桐
花
「
判
批
」
法
学
六
九

巻
一
号
一
四
五
頁
、
野
口
昌
宏
「
判
批
」
判
評
五
五
一
号
一
八
六
頁
、
拙

稿
「
判
批
」
広
法
二
八
巻
二
号
一
七
七
頁
）。

平
成
一
五
年
一
一
月
判
決
は
、「
建
築
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当

た
り
、
新
築
等
の
建
築
物
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
関
係
に
お

い
て
、
建
築
士
法
及
び
（
建
築
基
準：

括
弧
内
引
用
者
）
法
の
上
記
各
規

定
に
よ
る
規
制
の
潜
脱
を
容
易
に
す
る
行
為
等
、
そ
の
規
制
の
実
効
性
を

失
わ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
法
的
義
務
が
あ
る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
建
築
士
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
こ
れ
に
違
反
す
る
行

為
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
建
築
物
の
購
入

者
に
対
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
」
と
し
て
建
築
士
の
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
「
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
、
安
全
性
等
が
確
保
さ
れ
た
建
築
物
を

提
供
す
る
こ
と
等
の
た
め
に
、
建
築
士
に
は
建
築
物
の
設
計
及
び
工
事
監

理
等
の
専
門
家
と
し
て
の
特
別
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
が
理

由
と
な
っ
て
い
る
が
、「
建
築
基
準
法
に
適
合
す
る
こ
と
」
と
「
安
全
性

等
が
確
保
さ
れ
た
建
築
物
」
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
に
、
建
築
物
の
瑕
疵
概
念
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。

３
　
瑕
疵
の
意
義
に
か
か
る
平
成
一
五
年
一
〇
月
判
決

こ
の
点
に
つ
き
、
設
計
・
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
が
問
題
と
な
っ

た
判
決
で
は
な
い
が
、
請
負
人
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
、
最
判
平
成
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一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
裁
判
集
民
事
二
一
一
号
一
三
頁
が
あ
る
（
以
下

「
平
成
一
五
年
一
〇
月
判
決
」
と
い
う
）（
こ
の
判
決
に
つ
い
て
も
評
釈
が

多
数
現
れ
て
い
る
。
松
本
・
後
掲
一
二
六
頁
参
照
）。

平
成
一
五
年
一
〇
月
判
決
で
は
、「
約
定
に
違
反
し
て
…
…
二
五
〇

㎜
×
二
五
〇
㎜
の
鉄
骨
を
使
用
し
て
施
工
さ
れ
た
南
棟
の
主
柱
の
工
事
に

は
、
瑕
疵
が
あ
る
」
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
本
件
請
負
契
約
に

お
い
て
は
、
上
告
人
及
び
被
上
告
人
間
で
、
本
件
建
物
の
耐
震
性
を
高
め
、

耐
震
性
の
面
で
よ
り
安
全
性
の
高
い
建
物
に
す
る
た
め
、
南
棟
の
主
柱
に

つ
き
断
面
の
寸
法
三
〇
〇
㎜
×
三
〇
〇
㎜
の
鉄
骨
を
使
用
す
る
こ
と
が
、

特
に
約
定
さ
れ
、
こ
れ
が
契
約
の
重
要
な
内
容
に
な
っ
て
い
た
」
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。

建
築
基
準
法
は
国
民
の
生
命
・
健
康
・
財
産
に
配
慮
し
た
上
で
建
築
物

の
最
低
の
基
準
を
定
め
て
い
る
（
建
築
基
準
法
第
一
条
）。
で
は
、
建
物

の
瑕
疵
に
つ
き
、
当
事
者
の
約
定
と
、
居
住
者
等
の
生
命
・
身
体
・
財
産

を
侵
害
す
る
瑕
疵
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
原
審
は
設
計
・
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
き
、
よ
り
強
度
の

「
違
法
性
」
を
要
件
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
よ
り
強
度
の
「
違
法
性
」
と

居
住
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
を
侵
害
す
る
瑕
疵
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関

係
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
最
近
の
最
高
裁
の
傾

向
を
踏
ま
え
た
上
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

3

生
命
・
身
体
・
財
産
の
侵
害
と
相
関
関
係
理
論
？

１
　
序
―
―
最
近
の
最
高
裁
判
決
と
の
関
係
で

最
近
の
判
例
で
は
、
伝
統
的
な
不
法
行
為
理
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う

な
判
示
が
目
に
付
く
（
本
稿
の
い
う
伝
統
的
な
不
法
行
為
理
論
を
彷
彿
と

さ
せ
る
最
近
の
判
例
と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
最
判
平
成
一
八
年
三
月
三
〇

日
民
集
六
〇
巻
三
号
九
四
八
頁
﹇
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン
訴
訟
上
告
審
判
決
﹈

を
い
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
最
判
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
は
差
止

め
が
関
係
す
る
判
決
で
も
あ
る
た
め
、
別
個
の
考
慮
が
必
要
と
な
る
可
能

性
も
あ
る
）。

例
え
ば
、
最
判
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
民
集
六
〇
巻
三
号
九
四
八
頁

で
は
、「
民
法
上
の
不
法
行
為
は
、
私
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

だ
け
で
は
な
く
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
も
成

立
し
得
る
も
の
で
あ
る
（
民
法
七
〇
九
条
）
が
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に

建
物
の
建
築
が
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
…
…
違
法
な
侵
害
と
な

る
か
ど
う
か
は
、
被
侵
害
利
益
…
…
の
性
質
と
内
容
…
…
侵
害
行
為
の
態

様
、
程
度
、
侵
害
の
経
過
等
を
総
合
的
に
考
察
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
景
観
利
益
は
、
こ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
被
侵
害
者
の
生
活

妨
害
や
健
康
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
…
…
か

ら
、
…
…
あ
る
行
為
が
景
観
利
益
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
に
当
た
る
と
い

え
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
侵
害
行
為
が
刑
罰
法
規
や
行
政
法

規
の
規
制
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
公
序
良
俗
違
反
や
権
利
の
濫
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用
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
な
ど
、
侵
害
行
為
の
態
様
や
程
度
の
面
に
お

い
て
社
会
的
に
容
認
さ
れ
た
行
為
と
し
て
の
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
本
判
決
を
、
こ
の
よ
う
な
最
近
の
最
高
裁
判
例
と
整
合
的
に
読

む
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
読
み
方
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の

選
択
肢
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
選
択
肢
は
こ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
本
判
決
は
、「
建
物
の
建
築
に
当
た
り
、
契
約
関
係
に
な
い
居

住
者
等
に
対
す
る
関
係
で
も
、
当
該
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安

全
性
が
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
」を
媒
介
に
、

あ
る
種
の
相
関
関
係
理
論
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
居
住
者

等
の
生
命
・
身
体
・
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
を
念
頭
に
お

い
た
も
の
で
あ
り
、
瑕
疵
の
修
復
費
用
等
の
賠
償
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う

選
択
肢
で
あ
る
（
第
一
の
選
択
肢
が
可
能
な
こ
と
は
、
秋
山
・
後
掲
四
三

頁
参
照
）。

第
二
の
選
択
肢
は
、
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
が
欠
け
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
を
媒
介
と
し
て
、「
建
物
と
し
て

の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、

第
三
者
に
よ
る
瑕
疵
の
修
復
費
用
の
賠
償
請
求
に
ま
で
不
法
行
為
責
任
を

拡・
大・
し
た
と
す
る
理
解
で
あ
る
（
本
判
決
の
評
釈
の
中
で
は
、
鎌
野
・
後

掲
一
三
頁
以
下
と
、
松
本
・
後
掲
一
二
四
―
一
二
五
頁
が
こ
の
選
択
肢
に

分
類
可
能
と
思
わ
れ
る
）。

２
　
被
侵
害
利
益
と
「
生
命
・
身
体
・
財
産
」

本
判
決
は
、「
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
に

つ
き
、設
計
・
施
工
者
等
に
不
法
行
為
責
任
成
立
の
可
能
性
を
認
め
た
が
、

最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
損
害
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
一

義
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
方
で
は
、
瑕
疵
の
補
修
費
用
相
当
額
を
損

害
額
と
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
他
方
で
は
、
建
物
の
瑕
疵

か
ら
「
生
命
・
身
体
・
財
産
」
の
拡
大
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の

拡
大
損
害
、
例
え
ば
治
療
費
等
の
賠
償
請
求
を
認
め
た
と
読
む
こ
と
も
あ

な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
（
秋
山
・
後
掲
四
三
頁
）。

で
は
、
本
判
決
は
、
被
侵
害
利
益
あ
る
い
は
損
害
を
生
命
・
身
体
・
財

産
と
し
た
上
で
、
あ
る
種
の
相
関
関
係
理
論
を
採
用
し
、
拡
大
損
害
の
賠

償
に
つ
い
て
判
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
判

決
は
、
Ｘ
ら
の
被
っ
た
損
害
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
審
理
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
、
原
審
に
差
し
戻
し
て
い
る
。
本
判
決
が
原
審
に
差
し

戻
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
は
、「
建
物
と
し
て
の
基
本
的

な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
の
生
命
、
身

体
又
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
計
・
施
工
者
等
は
…
…
こ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
」

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
い
う
「
財
産
」
の
侵
害
の
中
に
は
、
手
す

り
の
補
修
費
用
等
も
含
ま
れ
る
と
判
示
し
た
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
補
修
費
用
を
Ｘ
ら
が
支
出
し
た
場
合
に
は
そ
れ
を
損
害
と
捉
え
る

べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
製
造
物
責
任
法
三
条
の
解
釈

と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
製
造
物
責
任
法
は
無
過
失
責
任
で

あ
っ
て
、
不
法
行
為
責
任
は
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
か
ら
正
当
化
が
可
能
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で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
松
本
・
後
掲
一
二
二
―
一
二
三
頁
）。
第
一

の
選
択
肢
の
可
能
性
は
高
く
な
い
と
い
え
よ
う
。

３
　
建
物
の
「
瑕
疵
」
の
修
復
費
用
と
不
法
行
為
責
任

第
二
の
選
択
肢
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
本
判
決
は
「
建
物
と
し
て
の
基

本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
に
つ
き
、
設
計
・
施
工
者
等
に
不
法
行

為
責
任
成
立
の
可
能
性
を
認
め
た
一
方
で
、
原
審
で
は
、
不
法
行
為
成
立

の
可
能
性
を
「
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
」
に
限
定
し
て
い
る
。
原
審

の
具
体
例
と
し
て
、
①
「
請
負
人
が
注
文
者
等
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害

す
る
意
図
で
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
製
作
し
た
場
合
」、
②
「
瑕
疵
の
内
容

が
反
社
会
性
あ
る
い
は
反
倫
理
性
を
帯
び
る
場
合
」、
③
「
瑕
疵
の
程

度
・
内
容
が
重
大
で
、
目
的
物
の
存
在
自
体
が
社
会
的
に
危
険
な
状
態
で

あ
る
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
原
審
の
挙
げ
る
、
②
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
瑕
疵
な
の
か
は
そ
れ
自
体
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判

決
と
最
も
異
な
る
特
徴
と
し
て
、
目
的
物
の
存
在
自
体
が
社・
会・
的・
に
危
険

で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
建
物
の

倒
壊
等
に
よ
る
被
害
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
原
審
の
内

容
は
、
不
法
行
為
の
成
立
に
、
故
意
あ
る
い
は
単
な
る
過
失
よ
り
も
要
件

を
加
重
し
て
い
る
点
で
、
債
権
侵
害
の
不
法
行
為
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。

原
審
だ
け
で
は
な
く
、
本
判
決
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｙ

ら
は
、
Ｘ
ら
の
Ａ
に
対
す
る
本
件
建
物
引
渡
請
求
権
を
侵
害
し
た
と
構
成

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
構
成
は
、
と
り
わ
け
従
来
の
特
定
物
ド

グ
マ
を
中
核
と
す
る
旧
通
説
を
前
提
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
建
物
の
買
主

は
売
主
に
対
し
（
建
築
途
中
の
も
の
で
あ
っ
て
も
）
瑕
疵
の
な
い
建
物
の

引
渡
請
求
権
を
有
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
契
約
責
任
説

的
発
想
に
よ
り
、
《
買
主
の
売
主
に
対
す
る
欠
陥
の
な
い
建
物
の
引
渡
請

求
権
》
を
仮
に
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
建
物
の
設
計
・
施

工
者
等
は
、
売
主
が
瑕
疵
の
な
い
建
物
の
引
渡
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と

は
（
銀
行
預
金
債
権
の
譲
渡
禁
止
特
約
と
同
様
に
）
先
刻
承
知
の
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
常
に
故
意
（
あ
る
い
は
強
度
の
違
法
性
）
が
あ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
本
判
決
が
「
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性

を
損
な
う
瑕
疵
」
と
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
解
決
す

べ
き
問
題
点
は
あ
ま
り
に
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
で
は
建
築
途

中
で
Ａ
Ｘ
間
の
売
買
契
約
が
成
立
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
Ｙ
２
は
Ｘ
ら

の
Ａ
に
対
す
る
（
売
買
契
約
上
の
）
請
求
権
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
こ

と
に
留
意
は
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
引
き
続
き
議
論
が
な
さ
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

第
一
の
選
択
肢
の
可
能
性
が
低
い
と
す
る
と
、
本
判
決
は
建
物
の
瑕
疵

に
つ
き
、
生
命
・
身
体
に
損
害
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、「
建
物
と
し

て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
に
つ
き
、
そ
の
修
復
費
用
等
の

賠
償
を
認
め
る
趣
旨
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
原

審
の
判
断
に
も
一
定
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
原
審
の
判
決
理
由
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
賠
償
請
求
は
、「
本

来
瑕
疵
担
保
責
任
の
範
疇
で
律
せ
ら
れ
る
べ
き
分
野
」
で
あ
っ
て
、「
安

易
に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
法
が
瑕
疵
担
保
責
任
制
度
を
定
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め
た
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
こ
と
と
（
以
下
「
原
審

理
由
①
」
と
い
う
）、「
請
負
人
が
責
任
を
負
担
す
る
相
手
方
の
範
囲
も
無

限
定
に
広
が
っ
て
、
請
負
人
は
著
し
く
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
る
」
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
以
下
「
原
審
理
由
②
」
と
い
う
）。

原
審
理
由
①
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、
原
審
理
由
②
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
傾
聴
す
べ
き
点
が
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
に
お
い

て
も
債
権
侵
害
の
不
法
行
為
の
領
域
に
お
い
て
見
ら
れ
た
考
え
方
で
あ

り
、
本
判
決
の
理
解
に
お
い
て
も
債
権
侵
害
的
な
要
素
を
消
し
去
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

４

「
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
と
純
粋
経

済
損
害

確
か
に
本
判
決
は「
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」

に
つ
き
不
法
行
為
責
任
成
立
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
が
、
い
ま
だ
生

命
・
身
体
が
被
侵
害
利
益
と
な
っ
て
損
害
が
現
実
に
発
生
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
本
判
決
は
、
伝
統
的
な
相
関
関
係
説

を
確
認
し
て
生
命
・
身
体
・
財
産
の
侵
害
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
認
め
た

も
の
で
は
な
く
、
建
物
の
瑕
疵
概
念
に
関
し
て
な
ん
ら
か
の
判
示
が
な
さ

れ
た
と
の
理
解
が
素
直
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
判
決
は
、「
施
工
者
等
の
よ
り
広
範
・
重
大
な
『
法
的
・
社
会
的
責

任
』
を
認
め
た
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
『
立
法
』
に
も
値
す
る
画
期
的
判

決
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
は
い
る
（
鎌
野
・
後
掲
四
頁
）。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
「
立
法
」
の
内
容
が
よ
り
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
は
極
め
て
広
い
（
誤
解
を
恐

れ
ず
に
い
え
ば
曖
昧
な
）
射
程
を
有
し
て
お
り
、
生
命
・
身
体
・
財
産
が

物
理
的
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理

解
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
な
問
題
に
つ
き
、
Ｙ
１
な
い
し
Ｙ
２
に
故
意
・

過
失
あ
る
い
は
違
法
性
が
あ
る
か
ぎ
り
、
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
障
害

は
な
い
と
も
い
え
、
立
法
（
こ
れ
が
立
法
府
に
よ
る
新
た
な
規
範
の
定
立

を
意
味
す
る
と
す
る
と
）
に
よ
っ
て
責
任
を
課
し
た
と
解
す
る
必
然
性
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
設
計
・
施
工
者
等
に
よ
る
瑕
疵
あ
る
建
物
の
取
得
者
に
つ

き
、
そ
の
救
済
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

他
方
で
は
、
施
工
業
者
・
建
築
士
の
責
任
が
過
重
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、

原
審
が
懸
念
す
る
通
り
、
法
的
紛
争
の
増
大
・
裁
判
所
の
負
担
の
拡
大
に

つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
裁
判
所

の
負
担
を
抑
え
る
た
め
、
本
判
決
の
射
程
を
、
物
の
瑕
疵
一
般
で
は
な
く
、

建
物
の
瑕
疵
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
鎌
野
・
後
掲
一
三

頁
）。
し
か
し
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
の
射
程
は
物
の
瑕
疵
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
「
建
物
」
要
件
を
わ
が
国
の
不
法
行
為
法

に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
故
意
・
過
失
の
問

題
と
す
る
の
か
、
権
利
侵
害
の
問
題
と
す
る
の
か
、
違
法
性
の
問
題
と
す

る
の
か
）。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
、
む
し
ろ
、
一
見
広
範
に
成
立
す
る
と

思
わ
れ
が
ち
な
わ
が
国
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
き
、
そ
の
成
立
範
囲
を
明

確
化
（
あ
る
い
は
、
設
計
・
施
工
者
の
責
任
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
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あ
る
種
の
責
任
限
定
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
）
し
た
も
の

と
解
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
設
計
・
施
工
者
等
に
よ
る
瑕
疵
あ
る
建
物
の
取
得
者
に
つ
き
、
そ
の

救
済
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
同
時
に
、
設
計
・
施
工
者
等
の
責
任

が
明
確
と
な
り
、
ひ
い
て
は
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
紛
争
の
増
大
に
つ

い
て
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
規
律
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
―
―

・
升
田
純
「
判
批
」L

exis

判
例
速
報
二
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
頁

・
松
本
克
美
「
建
物
の
瑕
疵
と
建
築
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
」
立
命

三
一
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
〇
頁

・
祝
田
雅
弘
「
欠
陥
住
宅
訴
訟
―
―
施
工
業
者
の
責
任
を
認
め
る
」
法
セ

六
三
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
八
頁

・
鎌
野
邦
樹「
建
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
施
工
者
・
設
計
者
の
法
的
責
任
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
頁

・
河
津
博
史
「
判
解
」
銀
法
六
八
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
三
頁

・
秋
山
靖
浩
「
欠
陥
建
物
・
最
高
裁
判
決
と
そ
の
意
義
」
法
セ
六
三
七
号

（
二
〇
〇
八
年
）
四
二
頁

・
円
谷
峻
「
建
物
の
設
計
者
等
が
当
該
建
物
の
瑕
疵
に
よ
り
生
命
、
身
体

又
は
財
産
を
侵
害
さ
れ
た
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
う
場
合
」

ジ
ュ
リ
一
三
五
四
号
（
平
成
一
九
年
度
重
判
、
二
〇
〇
八
年
）
八
九
頁

が
あ
る
他
、
校
正
の
段
階
で
、
平
野
裕
之
「
判
批
」
民
商
一
三
七
巻
四
＝

五
号
六
八
頁
に
接
し
た
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
の
神
戸
大
学
民
法
判
例
研
究
会
で

の
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
席
上
で
は
、
諸
先
生
方
か
ら

多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
と
し
た
い
。


